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1.	はじめに

本稿では、法地理学（Legal Geography）が都市の変

容を理解する上で有用であることを主張する。

近年、法地理学は、英米圏（1980年代半ば以降）や

仏語圏（2000年代半ば以降）の地理学界において、さ

まざまの空間スケールでの問題についての研究や議

論を有益な方向に牽引してきた。しかし、東アジア

の地理学界では、日本も含めて、法地理学という学

問はまだあまり知られていない。日本で数少ない法

地理学の著作は、主に法学者によって書かれている

（門脇 2022、吉田 2022）。
筆者にとって法地理学は、特に都市の領域性の問

題を探求するのに役立つものである。法地理学は、

地理学の研究分野として確立されているだけでなく、

都市を含む我々の世界を構成する、法と空間性の相

互関係を発見するのに役立つ方法論的ツールや認識

論的認識を提供する道具箱でもある。「都市のエッジ

空間」という本特集の第3部を構成するパートに貢献す

る目的のもと、法的空間を理解するための知的空間と

してこの研究を概説し、筆者が現在進めているシェア

リング・アーバニズム（Sharing Urbanism）に関する研

究との関連で、それを詳しく説明する。

この導入部に続き、第2節では、研究分野として

の法地理学を簡単に概観する。第3節では、コロナ

禍におけるシェアリングの実践に関わる都市の変化

の観察を出発点として、現代の都市の規制とガバナ

ンスに関する空間―法的な関係について考察する。

第4節は結論となる。 

2.	法地理学の簡単な紹介

2.1	法地理学の使命

法は、あらゆる社会のほぼすべての局面で中心的

な役割を果たし、現代世界の社会空間秩序を与え

ている。法は、文書化された条例、判決、公式な

憲法にとどまらず、より広い意味で、空間性の概

念、構造、想像力を構成し、それに依拠する一連

の実践、規範、言説、知識の様態として理解され

る。法地理学者は、法と空間性の間の権力関係を調

査する。地理学者は長い間、世界を組織する空間の

社会的生産を探求することに関心を持ち、そのため

に多くの概念（領土、国境、スケール、モビリティ

など）が創造され発展してきた。また、法地理学者

は、これらの概念を用いるだけでなく、「掟・法圏」

（nomosphereの仮訳）（Delaney 2011）、「接合」（splicing
の仮訳）（Blomley 2003）、「法的景観」（lawscapeの
仮訳）（Philippopoulos-Mihalopoulos 2007）など、法

と空間性の権力関係によって社会が秩序づけられ規

制されていることを説明する概念も開発してきた。

これらの概念は、世界中のあらゆる空間スケールで

行われた多種多様な実証研究から生み出されたもの

である。

なぜなら、法の効果はあらゆる場所で、あらゆる

空間スケールで見ることができ、法の実践もまた空

間性によって促進されたり制限されたりするからで

ある。最近の出版物に見られるように、法地理学者

は、戦争犯罪、領土紛争、移民、気候変動などをグロー

バルスケールで研究する一方で、ホームレス、ジェ

ントリフィケーション、差別処遇、環境保護など、

いくつかの例を挙げるだけでも、地域的なスケール

でも研究を行っている。法地理学の知的発展は、政

治地理学や歴史地理学との近接性もあって、また20
世紀後半の批判地理学にそのルーツを遡ることがで

きるため、法地理学の研究は、しばしば暴力に挑戦

し、包摂性を実現し、正義を求める一種の批判的・

規範的分析を含意しているのである。

2.2	法地理学と都市研究の関連性

都市は、法地理学という学問分野が出現して以来、
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常に法地理学者たちの実験場であった。このことは、

1990年代の英文誌『Urban Geography』の各号に法地

理学欄が定期的に掲載されていたことからも明らか

である。当時、法地理学者は主に北米やヨーロッパ

の都市を実証的な研究対象としていた。例えば、国

の法と自治体の法の緊張関係の中での都市の領域構

成、都市の場所の法的解釈と分類の方法、さらに財

産というレンズを通して、都市の活動と変化などに

関心を寄せてきたのである。

ポストコロニアル、ポスト構造主義、人間以上（モ

ア・ザン・ヒューマン more-than-human）といった地

理学分野の最新の再編成と並行して、法地理学者

は、多元的な意味での法の地理学をより理論化する

ために、テーマや地理的地域などの経験的な研究範

囲を拡大し続けてきた。法地理学者は、法空間にお

ける権力関係を追跡するという認識論的な意識に促

され、判例、インタビュー、文書館、調査などから

収集したデータを用いて観察を行い、しばしば地図

作製や地理情報学も利用している。これらの分析は、

しばしば、法空間とみなされる都市における生きた

経験、感情、実践、感情を文脈化する。

2.3	東アジアの法地理学

法地理学を取り入れることで、日本、そしてより

広く東アジアにおける都市の変容を理解することが

可能となる。これは、日本語の地理学に法地理学が

全く存在しないわけではない。実際、日本の多くの

地理学者は、法地理学を明確に認識することなく、

暗黙のうちに法地理学を行っている。このことは、

領土、地域計画、都市ガバナンスなどのテーマで、

日本の地理学者が権利や規制を扱った豊富な研究成

果を挙げていることからも明らかである。こうした

洞察に満ちた論考を法地理学の文献と対話させるこ

とは、学術交流や知への貢献のために生産的である

と思われる。しかし、その際、少なくとも2つの注

意すべき問題がある。

第一に、文脈が重要である。法地理学はその知的

発展のため、理論化のためにいまだに欧米の経験に

頼っている。その結果、空間や法律についての概念

は、地域的に偏ったものとなっている。法地理学者

がより多くの場所をローカルな文脈で調査すること

を求めたとしても、東アジアでそれを行うには、理

論を生み出す場所の数を増やす量的拡大戦略だけで

はなく、知識生産のための対話と交流を可能にする

比較研究を可能にする質的拡大を模索することがよ

り重要である。

第二に、第一の点と関連して、言語もまた重要で

ある。例えば、英語圏とフランス語圏のように、言

語が法地理学の知識交流の障壁になっていることが

ままある。これらの言語と東アジアの言語との間で

著作物を翻訳する努力が必要かもしれない。法地理

学における知識は、世界のいくつかの特定の地域か

ら理論化されたものがほとんどであるため、それら

の地域における特定の法制度や制度環境に加えて、

法律の言語が、法地理学者がそれらの都市経験をど

のように理解し反映するか、ひいては知識生産プロセ

スに影響を与える。都市研究のトランスレーショナル・

ターン（翻訳における転回）は、他の言語での言語的

等価性を探すよりも、原語横断的な意味についての

対話を重視する方が有用であると提唱している（Zhao 
2020）。特に、空間的に帰結する法的な専門性を扱う

場合には、慎重な読解と翻訳が必要となる。

例えば、地籍図という形で土地における財産の領

域化を読み解き、考察する際には、17世紀のイギリ

ス（Blomley 2019）、19世紀明治時代の日本、20世紀

の香港の新界という文脈の違いに気づくことが重要

であり、そこには、人々と統治機関との権力関係、

財産と所有権の独特の意味（日本語と中国語でこの

二つの言葉が存在すると仮定）、地理的環境、さら

には今日の都市景観への異なる帰結が存在してい

る。空間配置に影響を与える法的技術は一見似てい

るが、異なる文脈の過程の中に位置づけられる。言

語もまた、法律知識や技術の領域間の流通に影響を

与えた。場所を超えたこれらのプロセスの歴史的・

地理的関係をたどる際に、東アジアの経験を含める

ことは、都市の変容の法的地理学に対する理解を進

めるのに役立つ。 

3.	法的安定性の原則と不確実な都市変化

3.1	シェアリング・アーバニズム

筆者が現在行っている研究は、コワーキングス

ペース（Coworking Space）の台頭という現象を利用

して、シェアリングのレトリックと実践がどのよう

に、そしてなぜ都市の財産関係を再編しているかを

検証し、筆者がシェアリング・アーバニズムと呼ぶ

ものが地域計画や都市の未来に対して持つ意味を

探っている。

コワーキングスペースはシェアリング・ワークス

ペースと呼ばれるが、これは同じスペースにいるコ

ワーキング・コミュニティのメンバー（すなわち、

コワーカー）がオフィス用品や情報、知識、さまざ
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まなリソースをシェアリングするためである。コ

ワーキングはフレキシブルなワークプラクティスと

して語られることが多く、その起源には不安定なリ

モートワーカーやフリーランスワーカーが孤独を感

じないようにするための社会的ニーズがあり、2000
年代にはコワーキングスペースが他の空間の設定か

ら発展して、これらのワーカーに対応するように

なったと見ることができる（宇田2013も参照された

い）。政府、コワーキングスペースの提供者、コワー

キングムーブメントの人々は、しばしばコワーキン

グスペースを「シェアリング」の空間として、あるい

は「都市のコモンズ」と関連づけながら、歓迎調に

語っている。

筆者にとって、この現象は法地理学の問題として

浮上する。なぜなら、この現象は、一般的なシェア

リングのレトリックと並んで、財産や領土の関係の

変容と関連した都市の変化の傾向を表しているから

である。最近、世界中の多くの都市で、シェアリン

グのレトリックは、コワーキング、共同住宅、自転

車シェアリングなど、生産、消費、移動の側面にお

ける様々な取り組みに見られる。これらの取り組み

をシェアリングと銘打つことで、対象が無条件でコ

ミュニティによって共通に利用されているという言

説的な印象を与える。しかし、これらの取り組みを

財産というレンズを通して見てみると、これらのオ

フィススペースや住宅、自転車が決してシェアリン

グ財産ではないことにはすぐに気がつく。それらは

すべてサービス提供者が所有する私有財産であり、

これらの人、物、空間は依然として資本主義都市の

中に位置しているのである。しかし、これらの私有

財産は、もはや利用者によって直接所有されたり、

長期間にわたって安定的に借りられたりするのでは

なく、ある種の賃貸契約に基づいて、フォーマルか

インフォーマルかを問わず、限られた、あるいは分

単位で数えられる非常に短い期間、人々の間で排他

的に「シェアリング」されるようになったのである。

筆者は、このようなシェアリングのレトリックと実

践を支える、都市の計画と変容のパフォーマティブ

な実践を、「シェアリング・アーバニズム」と呼んで

いる。

3.2	法的安定性の原則

現代の法制度では、英米法と大陸法のいずれにお

いても、法的安定性（Legal Certainty）は法の支配を

保護する中心原則の一つとして広く受け入れられて

きた。この原則自体は理解するのは簡単である。法

律は、法律の適用を受ける者（国家や個人を含む）が

法的結果を予測するために、法律が確実である限り、

自らの行為を規制できるように、十分に正確かつ明

確でなければならない、というものである。この原

則は、立法と法律の解釈・実施の両方に影響する。 

3.3	香港での観察

香港での筆者のフィールドワークから、コロナ禍

によって、法律では許可も禁止もされていない、都

市空間の不正・違法な利用が露呈したことが観察さ

れた。この観察を、香港の2つのシェアリングスペー

ス、すなわちコワーキングスペースとパーティー

ルーム（Party Room）について詳しく説明する。

3.3.1 コワーキングスペース：類似の場所に対する

異なる分類による一貫性のない規制

香港では、コロナ禍に対処するために在宅勤務は

決して強制的な措置ではなかったにもかかわらず、

2020年にコロナ禍が悪化し続けたため、多くの民間

企業が従業員に在宅勤務を義務づけることを決定し

た。しかし、在宅勤務や遠隔学習が広く普及する中、

香港の小さな自宅空間は、家族が一緒に仕事や勉強

をするのに適しているとは考えられなかった。小売

業や飲食業がまだほとんど営業していた当初は、一

部の労働者は喫茶店など別の場所を探した。その後、

コロナ禍の悪化により、政府が飲食店の営業を停止

する緊急法を施行した結果、これらの人々は喫茶店

で働くことができなくなったのである。

コワーキングスペースは、これらの労働者の行き

先となった。あるコワーキングスペースを運営する

コミュニティ・アソシエイトによると、在宅勤務対

策でコワーキングスペースにアクセスするための1
日パスの需要が増えたという1)。同じ会社の人たち

が一緒にコワーキングスペースに行き、コミュニ

ティ・アソシエイトがその人たちの本来のオフィス

での働き方と同じように、一緒に座れるようにアレ

ンジしてくれることもあったそうだ。公衆衛生上の

リスクを管理するという観点からは、オフィスから

コワーキングスペースに職場が変わったにもかかわ

らず、コワーキングスペースで通勤し一緒に仕事を

するというこの行動は、明らかに在宅勤務対策の意

図に反している。

政府の規制は何度も変わっていたが、コワーキン

グスペースは混乱していた規制の対象外であった。

コワーキングスペースを選んだホワイトカラーによ

ると、飲食店での食事は禁止されているため、コワー

キングスペースでは持ち帰り料理を一緒に食べてい
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たそうだ2)。パンデミック封じ込めに関しても、不

思議なことに、コーヒーハウスから、無料でコーヒー

が飲めるコワーキングスペースに人々が移動しただ

けだという。どちらも同じような機能を持つ場所で

あるが、法律上の分類が異なるため、矛盾した規制

が行われているのである。

3.3.2 パーティールーム：あいまいな定義と複数の解

釈

日本ではここ数年、パーティールームが普及し始

めた。しかし、香港では、2000年代後半に登場した

パーティールームは、ほとんどが旧工業地域のビル

の中にあり、以前は工場が使用していて空いた構内

空間を利用している。パーティールームの運営会社

は、基本的な家具やボードゲーム、ゲーム機などの

設備を提供し、利用者は数時間単位で友人とパー

ティールームを利用するのが一般的である。

パーティールームは、営業許可や工業用建物の借

地制限、土地利用のゾーニングなどの規制を完全に

遵守していないため、ほとんどが法律のグレーゾーン

の中で運営されている。しかし、政府は長年、こうし

た場所を規制しようとはしてこなかった。パーティー

ルームの経営者たちは、正式かつ合法的に事業を運

営できるよう、政府に規制を求めてきたが、官僚はこ

の問題を取り上げようとしなかったという3)。このよ

うな業者が政府と話し合いを求めたとき、さまざま

な部署が法律からランダムに条例を引用して、その

質問に対処したふりをしただけだった。 
しかし、パーティールームはパンデミックの初期

に脚光を浴びた。2020年1月にパーティールームで

起きた「火鍋家族」事件4)は、コロナ禍の第一波の一

因となり、パーティールームに注目が集まりました。

そこで政府は、カラオケやバー、こうしたパーティー

ルームを含むすべての娯楽施設を閉鎖しようと考え

た。政府は、緊急事態法の中で、これらの場所のリ

ストを作った。カラオケ、フィットネスセンター、

パブなどはすべて免許制で、法律でさまざまな条例

が定められているので、これらは法的に認知された

場所であり、施行者はこれらの条例に従って規制す

ることができた。しかし、法律にはパーティールー

ムの定義がなかったため、政府は初めて法律で「社

交の場を提供するために維持され、または維持され

ることを意図する施設（通称パーティールーム）」と

いう定義を作ったのである。

コロナ禍の状況が落ち着いてくると、政府は制限

を緩和し始めた。一時期、政府はパーティールーム

の収容人数を会場の最大収容人数の75%までと制限

した。これは、警察とパーティールームの運営者の

双方に難しい問題を生じさせた。パーティールーム

の提供者は、最大収容人数をどうやって測ればいい

のかわからなかったのである。他の免許された場所

では、政府が許容収容人数について規制している。

例えば、カラオケの場合、火災安全性などを考慮し

た上で、政府が定員を指定する。しかしパーティー

ルームの場合は、あくまでも警察の裁量で定員が決

められていた。

しかも、パーティールームの定義があいまいであ

る。実は、警察では、ボートやヨットの取締りにお

いて、これらのボートやヨットも人が借りて親睦会

を開いていると解釈し、パーティールームの定義を

適用していたのである。これでは、一般の人は理解

できないと思ったかもしれない。

3.4	理論的考察：空間的・法的な複雑性の展開

この2つの事例から、都市空間の空間的・法的な

複雑さを認識することができました。法的に安定・

確実であることは理想であるが、都市の現実におい

てそれを実現することは必ずしも容易ではない。都

市空間を支配する法律は、法的安定性の原則が期待

するほど十分に正確ではなく、法律の更新が都市の

急速かつ創造的な変化より速くできないため、さら

に正確にすることも困難である。都市空間は不確定

要素で満たされている。シェアリング・アーバニズ

ムの出現をはじめ、世界の不確実性に伴い、都市空

間は様々な柔軟で創造的、かつ予期せぬ方法で流用

され、利用されてきた。

白黒の、一見厳格な法律が、時に法的には定義で

きない、カテゴライズできない、認識できないこれ

らの空間に遭遇したとき、それは都市ガバナンスの

課題となる。法律は、都市空間をどちらかというと

固定的で安定したものと想定してきた。例えば、土

地利用のゾーニングでは、住宅、商業、工業など、

固定された特定の類型の空間しか存在しない。その

ため、新しい空間が出現した場合、法律はすぐに対

応できず、法律と都市空間の性質の両方を再解釈

するのに時間がかかっていた。Kreiczer-Levy（2019）
は、財産法は長い間、財産の利用と安定性の間の関

係を意味しており、財産利用における柔軟で不安定

なアクセスの増加によって特徴付けられるシェアリ

ングエコノミーは、財産法に盾突く形になっている

と論じている。また、財産の新たな利用を踏まえ、

Kreiczer-Levyは、もはや一貫した理想を提供しない

厳格で伝統的なカテゴリーではなく、法は現実に対
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処し、常識では理解しがたい関係を再評価すべきで

あると提案している。

シェアリング・アーバニズムへの注目を単に規制

の問題や抜け道として考えるのではなく、実はこれ

らの事例をもとに空間‐法的な関係性を考察するこ

とができる。法律は必ずしも制限的な規制ではなく、

物事を前向きに進める場合もある。Thorpe（2020）は、

世界的な「パーキングデイ」：車のための道路空間を、

人のための空間に変えてしまおうという運動に関す

る著書で、法は解釈の問題であると論じている。異

なる解釈が不均一で不安定な形で混ざり合い、社会

生活を構成する。単に何かの規範的理想に合わせて

法を作るのではなく、法はある種の解釈に立脚して

いなければならない。曖昧な法は空間的な変化を促

進することができる。

なぜなら、法律は、私たちの都市生活を構成する

ために、都市空間の利用に異なる方法で介入する異

なる社会的アクターによる多重かつ複数の解釈に対

して開かれているからである。人々は常に、都市空

間を創造的に変容させる何らかの戦術を持ってお

り、法律は決して十分に正確ではありえない。緊急

事態と危機の時代には、この曖昧さの問題を進歩的

で想像力に富んだ方法で考えることが生産的となり

うる。潜在的に、社会から疎外された集団も、社会

的包摂のために彼らの空間的条件を変えるために、

曖昧な法律を利用することができる。

4.	おわりに

本論文の目的は、世界を構成する法と空間性の権

力関係を調査する法地理学が、都市についてより深

く知るためにどのように役立つかを示すことであ

る。東アジアの都市は、法地理学における知識生産

の実験場となる可能性があり、文脈や言語を超えた

比較都市研究を可能にする。一例として、都市空間

の変化がしばしば不確実、柔軟、偶発的と特徴づけ

られる東アジアのシェアリング・アーバニズムを観

察しながら、法的安定性の原則を問い直すことに

よって、都市空間をガバナンスする法の固有の特性

として曖昧性を考察している。とはいえ、この論文

は、筆者の予備的な分析と考察を示したに過ぎない。

東アジアにおける法地理学の研究アジェンダやより

具体的な方法論は、まだ構築されていない。
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注

1） 2021年10月21日取材訪問。

2） 2021年9月14日取材訪問。

3） 2021年9月27日取材訪問。

4） 2020年1月26日に九龍・観塘のパーティールームで家族

の集まりで火鍋を囲んで食事をした19人のうち11人が新

型コロナウイルスに感染した。火鍋は香港料理の一種。 
同じ鍋を囲み、スプーンや箸などの食器も共有すること

が多い。
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